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令和７年第１回市議会定例会の開会に当たり、教育行政の基本的

な考え方と施策の大要を申し上げます。

はじめに

中央教育審議会においては、５年後と言われる次の学習指導要領

に向けた議論が始まりました。社会経済の不確実性の高まりや生成

ＡＩなどデジタル技術の急激な発展など激動する社会の状況と、児

童生徒の学びへの向き合い方や現行指導要領の浸透が道半ばである

などの教育課題等を踏まえ、新たな時代にふさわしい教育の在り方

が幅広く検討されると見込まれます。

「人づくりは国づくり」との言葉もありますが、人口減少が進む

我が国において、一人ひとりが豊かな人生を送り、持続可能な社会

を創っていくためには、教育は欠かせない基盤です。本市において

も、複雑化・多様化する教育ニーズも踏まえつつ、「主体性」「挑戦」

「成長」「思いやり」「ふれあい」「協働」「自立」などを基本理念に

据える新たな教育プランのもと、各種の施策に取り組んでまいりま

す。

以下、令和７年度の主要な施策について、新教育プランで掲げる

基本方針に即して、順次申し上げます。
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基本方針１ 未来を切り拓く力の育成

複雑化・多様化する社会の中で生きるために重要なのは未来社会

を切り拓くための資質・能力です。学校においては、こどもが主体

となる授業構築に向けた授業改革の取組を推進するほか、ＡＩドリ

ルや協働学習ツールなどのＩＣＴの有効活用と対話による価値交換

により、個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実を図ります。

「全国学力・学習状況調査」では、ＩＣＴ機器活用の効果を実感

している児童生徒ほど、挑戦心・自己有用感・幸福感などが高いと

いうことも分かりました。ＧＩＧＡスクール構想は、更なる効果的

な利活用の促進に向け、次のフェーズであるいわゆる「ＮＥＸＴ Ｇ

ＩＧＡ（ネクストギガ）」に移り、令和３年度に導入した一人一台端

末の更新や高速で安定した通信を可能とするネットワーク基盤の強

化を進め、ＩＣＴ支援員の体制強化による授業支援を行い、ＩＣＴ

教育の質の向上などに向けて着実に施策を推進します。

グローバル化やＩＣＴ化の著しい社会で、地域への愛着と誇りを

もち、地域の課題解決に主体的に参画する未来の地域の創り手を育

成するめ、外国語教育や探究教育などの充実を図るほか、社会の中

で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するため、

職場体験活動や社会人講話などキャリア教育の充実にも取り組みま

す。
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小中学校での手話出前講座の実施や、脱炭素社会に向けた再生可

能エネルギーの取組の学習など、石狩市の先進的取組や豊かな地域

資源を活用した特色ある教育を推進します。

基本方針２ 学校・家庭・地域の連携・協働による

地域教育力の向上

家族形態の変化、ライフスタイルの多様化や、少子高齢化による

地域社会の担い手不足などにより、学校・家庭・地域を取り巻く教

育的課題は複雑化・多様化しています。

全国学力・学習状況調査によると、全国と比べ、本市の児童生徒

の朝食摂取率は低く、スクリーンタイム（スマホやゲームによる映

像の視聴時間）が、高い割合で推移しており、このことに伴う生活

習慣の乱れを改善するため、「家庭教育チャンネル」を通じた家庭教

育講座の実施するほか、スマートフォン依存対策を実施し、家庭教

育の支援に取り組みます。

また、学校以外でも学びの機会を創出するため、地域学校協働活

動において放課後学習支援等を行うほか、「あい風寺子屋教室」では、

児童を対象とした体験活動等を行います。

市内全校が導入して５年目を迎えるコミュニティ・スクールに対

しては、先進事例・優良事例の情報提供を行うほか、自由度が高く
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創意工夫を活かせる交付金の活用を促すなど、学校運営協議会にお

ける熟議の促進と地域学校協働活動の一層の充実に向けて支援して

まいります。

基本方針３ 学びを繋げる学校づくり

学習活動の基盤となる学校の施設を整備し、安全・安心な教育環

境を作り出すことが教育活動に不可欠です。小学校の普通教室等へ

の冷房設備を速やかに整備するとともに、中学校への冷房設備の整

備に向けた実施設計を行うほか、紅南小学校の長寿命化を図るため

の実施設計を行うなど、計画的に学校施設・設備の整備に取り組み

ます。

令和８年度に開校予定の浜益学園について、ハード面の整備を着

実に進める一方、ソフト面での検討を加速させ、学校や地域と一体

となって経営方針や教育課程の編成に取り組みます。

幼児教育と学校教育の連携や円滑な接続を行い、生涯にわたる人

格形成の基礎や学びの基盤を形成するため、「スタートカリキュラ

ム」に引き続き取り組みます。

北海道の校務支援システムのゼロトラスト化に伴い、教職員の校

務用端末と指導用端末の統合を行い、職場外でもロケーションフリ

ーで校務系の情報や学習系の情報へのアクセスを可能とし、セキュ
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リティの強化と教職員の校務の効率化を両立させ、学習指導と教育

政策の高度化に向けて、校務ＤＸを推進します。

学校では、教職員が児童生徒と十分に向き合える時間を確保でき

るよう、働き方改革の視点を取り入れた校務ＤＸや学校経営方針、

重点目標の策定に引き続き取り組むほか、「個」から「組織」での対

応へと進化させる学校組織マネジメントの充実を図ります。

また、学校が保有する情報資産の漏洩を防ぐため、情報セキュリ

ティポリシーを適正に運用し、教職員研修の充実を図り、情報セキ

ュリティに関する事故・事件の発生を未然に防ぐための体制強化を

進めます。

部活動の地域移行・地域連携は、引き続き教職員の負担軽減を図

るため、部活動指導員を拡充しつつ、こどもたちが継続してスポー

ツや文化芸術活動に親しむ機会を確保できるよう、拠点校方式など

の導入可能性などを含め、本市が目指す地域移行のあり方を模索し

て参ります。

基本方針４ 豊かな心と体の育成

多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、地域や

社会の構成員が幸せや豊かさを感じられるようになる主観的ウェル

ビーイングの向上を、教育を通じて図っていくことが求められます。
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学校においては、こどもの権利について学ぶ授業を実施し、また、

こどもの権利に関する教職員研修を実施するほか、校則の見直しに

生徒が主体的に関わる機会を保障する取組や、生徒会・児童会活動

の充実を図るなど、児童生徒の自発性や主体性を後押しし、自己実

現を図ることを尊重した指導に取り組みます。

こどもたちが、自己の知見を広げ、他人を思いやる心を育む機会

を享受できるよう、地域・企業・団体・学校などと連携して体験活

動や交流活動の充実を図ります。

読書活動に関しては、こどもの読書離れが進んでおり、国の分析

では１か月に１冊も本を読まないこどもの割合が改善されていませ

ん。今回改訂した、第５期こどもの読書活動推進計画を踏まえ、ブ

ックスタートやおはなし会、調べる学習コンクールなど発達段階に

応じて読書習慣を育む取組や、本にまつわる様々な体験の機会を増

やし、ものの見方・感じ方・考え方を広げる取組を進めます。

また、多くの児童生徒が学校図書館を利用しやすいよう、１人１

台端末を活用して蔵書の検索、読書感想の共有、読書記録などがで

きる「ぽけっと図書館」を導入するとともに、電子書籍を中心とし

た「電子図書館」を全校に導入し、調べ学習等に活用するほか、学

校司書がＩＣＴ機器を活用し、教職員や児童との情報共有・情報発

信を促進するなど、学校図書館の「学習・情報センター」機能の強
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化を図ります。こどもたちの豊かな心を育むためには、健康な体が

重要な要素となります。関係機関と連携して、メンタルヘルスや運

動習慣等生活リズムの改善等について学ぶ健康教育の充実に努める

ほか、体力・運動能力の向上を目指し、各校において定める運動計

画である「１校１プラン」の取組を継続するほか、「放課後すこやか

スポーツ教室」を実施します。

本市の小学生の虫歯罹患率は全国平均に比して高い水準で推移し

ており、これを低下させるため、全小学校の希望する児童を対象に

フッ化物洗口を実施します。

健康な心と体には、適切な食事が不可欠です。食に関する知識を

深め、食が健康・成長に与える影響などの正しい理解を図るため、「い

しかりデー」の実施や、家庭教育にも資するよう大人向けの食育講

座を実施するなど、食育に取り組みます。

令和７年度からは厚田学校給食センターを廃止し、石狩市学校給食

センターから全市内の小中学校へ学校給食の提供が始まることも踏

まえ、引き続き安定した学校給食の提供に努めるとともに、国の物

価高騰対策に係る交付金を活用して、本来保護者負担の増加となる

給食費を据え置きつつ、安全・安心な学校給食を提供してまいりま

す。
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基本方針５ 学ぶ機会の保障

こどもが抱える困難が多様化・複雑化する中で、誰一人取り残さ

れず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の

重要性が増しています。

学校において、特別な教育的支援が必要な児童生徒一人ひとりの

実態に応じた切れ目のない一貫した支援に努めるとともに、医療的

ケアを受けることが不可欠な医療的ケア児が安心して学校生活が送

れるよう、学校看護師や教育支援員を配置し、医療的ケア児の受け

入れ体制を整備します。

また、特に通常学級で教科等を学習しながら、障がいによる学習

上または生活上の困難を改善し、克服することを目的とした特別な

指導を受けることができる「通級指導教室」のニーズが高まってい

ることから、新たに小学校３校に設置します。

特別支援教育においては、教職員の専門性の向上が求められます。

児童生徒の多様な教育ニーズに対応できるよう、引き続き、教職員

研修の充実や資質向上のための取組を進めていきます。

本市の不登校児童生徒は、10年連続で増加しております。学校復

帰に向けたステップとして、教育支援センター「ふらっとくらぶ」

を運営するほか、学校内の別室で教育・指導が受けられる校内教育

支援センターを新たに小学校３校に設置します。
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いじめの未然防止や早期発見、早期対応を徹底するため、全児童

生徒を対象に、学級生活での満足感や意欲などを図る心理アンケー

トであるＱ－Ｕやいじめ通報ホットラインなどによる相談受付を引

き続き実施します。

また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを配

置し、学校の組織的な対応を支援します。

基本方針６ 学び合いを通じ、持続可能な

地域社会づくり

社会や技術の変化に対応するため、必要な知識やスキルを定期的

に更新しなければなりません。そのためにも学びの機会は全ての年

代において提供されることが重要です。生涯にわたり、学びを通じ

た成長が実現されることで、より豊かな生活・暮らしが達成されま

す。新たな知識やスキルを身に付けるリカレント教育として、誰も

がその恩恵を実感でき、誰ひとりとりのこされないためのデジタル

リテラシー講座など公民館講座の充実や、市民が主体となって生涯

にわたる多様な学習を進める「いしかり市民カレッジ」との協働を

図っていきます。

また、安全・安心かつ良好な環境で学習や他者との交流ができる

よう、公民館（学び交流センター等）やふれあい研修センター、市
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民図書館八幡分館などの社会教育施設に冷房設備の整備を進めてま

いります。

市民が芸術・文化に接する機会の充実に関しては、市役所ロビー

や石狩市民図書館エントランスホールを利用してコンサートを実施

するほか、豊かな感受性や情操を育むことを目指し、情操教育プロ

グラム（おしゃべランド・The Music）を実施します。

また、設立から50年を経過し、これからも本市の芸術・文化活動

の充実を通じたまちづくりに取り組む「石狩市文化協会」への支援

を引き続き行います。

市民図書館では次期市民図書館ビジョンを踏まえ、市民の多様な

ニーズに対応するため、北海道立図書館が所蔵する「電子書籍」、「オ

ーディオブック」を利用できるよう、市民図書館でも道立図書館の

利用登録ができるサービスを開始します。

また、令和７年は、市民図書館が開館から25周年、沖縄県恩納村

文化情報センターと友好図書館協定を締結して10周年の節目の年で

もあり、関連イベントなどにより一層市民が図書館に親しみをもっ

て来館し、本や様々な情報に触れる契機となるよう取り組みます。

基本方針７ ふるさといしかりを学ぶ機会の充実

心豊かに暮らすことのできる地域社会を維持し持続可能なまちづ
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くりを進めていくため、いしかりの良さや魅力を知り、ふるさとへ

の誇りと愛する心を育むことが大切です。

次代を担うこどもたちが地域学校協働活動を通じて、地域とふれ

あうことのできる機会の創出を進めるほか、図書館を使った調べる

学習でふるさと石狩をテーマにした作品の募集について検討してま

いります。

また、様々な世代がいしかりがどのようなまちで、どのように発

展してきたかを学ぶことができるよう、公民館、図書館、資料館等

が連携して、それぞれの専門性を活かした学習機会の提供を行うほ

か、いしかりの自然、文化、歴史、芸術その他の分野を広く後世に

広めることを目的とした「石狩叢書」を発刊します。

歴史的価値のある旧石狩小学校円形校舎の公開を行うとともに、

文化財を将来にわたり適切に保存・管理するため、分散する資料を

確認・整理し、集約化についての検討を進めます。

また、新たに市指定文化財を指定し、地域の歴史・文化を学ぶ機

会を提供するための特別展や講演会などを開催するほか、引き続き

市指定文化財の候補となる文化財の調査を続けてまいります。

むすび

令和７年度から「石狩市こどもの権利条例」が施行されます。こ
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の条例の下では、教育を通して「こどもまんなか」まちづくりを実

現していくことが教育委員会の役割になります。未来社会の創り手

に求められる資質能力を身につけながら、すべての子どもたちが権

利の主体として健やかに成長していけるよう、学習指導や生徒指導

をアップデートするとともに、子どもたちと日々接する教職員を支

え、子どもたちが過ごす学校の環境を向上させ、子どもたちが育つ

地域社会の教育力、文化度やつながる力を高めていく－そうした使

命をしっかりと果たすべく、市長部局とも緊密に連携し、全力で取

り組んでまいります。

市民の皆さま並びに市議会議員各位の一層のご理解とご協力を心

からお願い申し上げ、令和７年度の教育行政執行方針といたします。


